
空 家 除 却 補 助 金 の ご 案 内

空家の除却(解体)工事に係る費用の一部を補助します。

老朽化した空家を所有されている方は、ぜひご活用ください！

手続きの流れ

補助金交付申請

除却工事

補助金交付申請

補助金交付決定
※申請から決定まで
10日程度要します。

除却工事

事前相談事前相談

【問合せ】
富士見市建設部建築指導課 建築指導・住宅グループ
住所：富士見市大字鶴馬１８００番地の１
電話：０４９－２５２－７１２７

補
助
額 （除却工事に係る費用の３分の１）

※家財道具などの処分費用は含まれません。

主
な
要
件

注
意
点

申請書類の用意
※除却工事の見積もり

実績報告

補助金交付

富士見市「空家に関する補助
制度について」ホームページ

その他の要件等については
建築指導課へご相談ください


